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議

長

横

路

孝

弘

殿

衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
株
式
の
上
場
審
査
と
労
務
監
査
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
秋
葉
賢
也
君
提
出
株
式
の
上
場
審
査
と
労
務
監
査
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

金
融
商
品
取
引
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
十
五
号
）
に
お
け
る
企
業
内
容
等
の
開
示
制
度
は
、
有
価
証
券
の
投
資
者

に
対
し
、
投
資
判
断
に
必
要
な
情
報
を
適
切
に
提
供
す
る
た
め
、
当
該
有
価
証
券
の
発
行
者
で
あ
る
会
社
に
、
当
該
会
社
の

属
す
る
企
業
集
団
及
び
当
該
会
社
の
事
業
内
容
、
財
務
内
容
等
に
関
す
る
情
報
の
開
示
を
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

同
法
第
二
十
四
条
の
四
の
四
及
び
第
百
九
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
内
部
統
制
報
告
制
度
は
、
こ
れ
ら
の
情
報
の

う
ち
、
投
資
者
の
投
資
判
断
に
特
に
重
要
な
情
報
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
上
場
株
券
等
の
発
行
者
で
あ
る
会

社
の
属
す
る
企
業
集
団
及
び
当
該
会
社
に
係
る
財
務
計
算
に
関
す
る
書
類
等
の
情
報
の
適
正
性
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

体
制
に
つ
い
て
、
当
該
会
社
自
身
が
評
価
し
、
そ
の
評
価
に
つ
い
て
公
認
会
計
士
又
は
監
査
法
人
が
監
査
す
る
こ
と
を
義
務

付
け
る
も
の
で
あ
る
。

政
府
と
し
て
は
、
同
法
に
お
け
る
内
部
統
制
報
告
制
度
の
対
象
は
、
同
法
の
企
業
内
容
等
の
開
示
制
度
の
趣
旨
に
鑑
み
、

投
資
者
の
投
資
判
断
に
特
に
重
要
な
情
報
で
あ
る
べ
き
と
認
識
し
て
お
り
、
お
尋
ね
の
よ
う
に
、
同
法
に
お
い
て
、
株
式
上

場
を
希
望
す
る
会
社
に
対
し
、
労
務
管
理
の
適
法
性
を
証
明
す
る
労
務
監
査
報
告
書
の
提
出
を
義
務
付
け
る
こ
と
を
規
定
す

一



る
こ
と
は
、
適
当
で
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

二


